
加入・更新のお手続きについて

新規に加入
される方

加入申込書を記入の上、
返信用封筒でご返送ください。

Webでの申込みも
できます。

今回は保険から共済へ変更のため、自動継続に
なりません。必ず更新のお手続きをお願いします。

●ご自宅に更新用の書類をお送りしています。必要事項を記入の上、
返信用封筒でご返送ください。Webでの申込みもできます。

●今回、ご継続されない方も解約手続きのためのご返送が必要です。

東京都採用の小・中学校に勤務する①～③までの方
①学校教育法に規定する校長および教員
　会計年度任用職員（非常勤教員・専門員・時間講師・スクール
　カウンセラー等）
②学校事務職員　③学校栄養職員

東京都立の障害児学校に勤務する①～⑥までの方
①学校教育法に規定する校長および教員
　会計年度任用職員（非常勤教員・時間講師・学校介護職員等）
②学校事務職員　③技能主事（用務主事）　④学校栄養職員
⑤寄宿舎指導員　⑥学校看護師

共済期間 2025年４月１日～
2026年３月31日

加入依頼書に必要事項をご記入の上
ご返送ください。（2025年2月25日締切）

年間掛金

加入方法

4,800円
（4月の給与から控除させて頂きます。非常勤教員・時間
講師等の方は、郵便払込票等での払込となります。）

加入対象者

〒102-0084  東京都千代田区二番町12-1 エデュカス東京4階
（全国教育文化会館）

業務委託先：桜保険事務所
〒188-0011 西東京市田無町3-2-17

月～金 9：30～17：30
土曜日 9：00～16：00
（休業日：日曜・祝日、12/31～1/3）

042-467-4152
03-3234-8132

03-3230-1565

東京都教職員組合・都教組共済

東京都障害児学校教職員組合・都障教組共済
［受付時間／平日11時～17時］

FAX 042-461-0366
E-mail dengon@sakura-hoken.co.jp

お問い
合わせ先

受付時間 

中途加入のお取扱いは、毎月15日までに申し込むと、翌月１日より共済の効力が発行します。
※個人情報の取り扱いについて…申込書にご記入いただいた個人情報は、ご契約の締結・維持・管理、共済金の給付のために使用するほか、都教組・都障教組共済や都教組・都障教組
自動車保険等のご案内のために利用することがあります。これ以外の目的で利用したり、第三者に提供したりすることはありません。

※都教組・都障教組共済運営要綱が適用されることを承認のうえ下記の共済加入を申し込みます。せんせいマモル加入申込書

住　所
〒　　　　　－ 都 ・ 県

立

区 ・ 市 ・ 町 ・ 村

202　　年　　　　 月　　　　 日 都教組共済
都障教組共済

－　　　　　－　　

－　　　　　－　　

氏　名

電話番号

携帯番号

フリガナ

せんせいマモルに加入します。
職場名 職員番号 任　用

申込年月日

男  ・  女年　　　　　月　　　　　日

生年月日（西暦） 性　別

共済会名

現在の教職員賠償責任
保険に加入されている方

現職
会計年度任用（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   ）

再任用 産育休代替 期限付

保護者とのトラブルで弁護士相談 プールの水の止め忘れ 備品のパソコンを破損

卒業アルバムの校正誤り 学校間を移動中の自転車賠償事故
理科の実験で薬品調合を
誤り爆発

あなたをマモル！

❶裏面の加入申込書に
　記入し返送

❷Webで申込

募集期間 共済期間
2024年 2025年

12月20日～２月25日
2025年 2026年

４月１日～３月31日

学校での様々な
トラブルに対応

東京都教職員賠償責任共済

小さな心配事
から相談に
のります

リニューアル！
4,800円掛金は

年間で

教職員賠償責任保険が
あなたをサポートする
新たな共済制度として

お申し込みは
いずれかの方法で

訴訟前から対応OK

2025年
４月

2025年度版

東京都教職員賠償責任共済 sensei mamoru
sensei mamoru

キリトリ



卒業アルバムの校正ミスで
アルバムの刷り直しを余儀なくされた
アルバムを配った後、保護者から生徒の名前が間違って
いることを指摘され、刷り直しを求められた。

天気の関係で運動会の日が
ずれたのに給食の発注変更を失念
余分にかかってしまった費用を請求された。

学校備品のパソコンに
コーヒーをかけてしまい破損

掛金と給付内容

損害賠償共済金
争訟費用共済金 １億円 法律上の損害賠償責任を負ったときの

限度額

損害賠償に至る前の弁護士相談費用や、
損害賠償請求に備えるための費用

学校業務中に生徒に入院となるケガを
させてしまいお見舞金を支払ったとき

（訴訟対応費用を含む）

（1事故につき50万円）

給
付
限
度
額

初期対応費用共済金 500万円
対人入院見舞金 10万円
費用補償共済金 100万円

4,800円（一括払）年間掛金

●自動車事故に起因する賠償責任
●故意や暴行、いやがらせ（パワハラ等を含む）
による賠償責任
●公序良俗に反する行為・犯罪行為

●この共済契約の共済期間の初日において、被
共済者に対する請求がなされるおそれがある
状況を被共済者が知っていた場合

など

給付できない
主な場合

充実補償と
おとくな掛金

事故事例

クラブ活動中に生徒に

大けがを負わせてしまい…
バレーボールの支柱を運んでい

た際に、運んでいた生徒

の手が滑って生徒の足を直撃！
監督責任をめぐり保護者

から損害賠償請求をされた。

生徒の個人情報を誤って開示し
…

プライバシーの侵害として開示
を行った先生個人に対し

て損害賠償請求が提起された。

不登校になったのは先生のせ
いだ

として慰謝料を請求
人格権侵害として先生個人に

対して損害賠償請求が提

起された。実際に損害賠償は発
生しなかったが、争訟費

用がかかった。
※発言が公序良俗に反すると認

められた場合は対象外

発注したバスがまさかの

ダブルブッキング！３台キャンセ
ルに

遠足のバスの発注を担当した先
生と管理職がそれぞれ

に手配をしてしまい、バスが３台
来るところ、６台きてし

まい、バス３台分の当日キャン
セル料100％が余分にか

かった。

　共済加入者（被共済者）が教職員
等としての業務について行った行為
（不作為を含みます）に起因して、損
害賠償請求をされたこと等により、
教職員等個人が負担する損害につい
て給付金をお支払いするものです。

●公立学校の教職員が職務上の行為によって他人に損害を与えた
場合は、国家賠償法が適用され、損害賠償責任は学校設置者が負
います。

●国家賠償法に基づき、国や公共団体が損害賠償金を支払う場合
でも、教職員に故意・重過失がある場合は求償請求を受け、教職
員個人が損害賠償金を負担する場合があります。

●教職員に故意・重過失がない場合でも、被害者の方が民法に基づ
き教職員個人に損害賠償を請求する場合があります。その際には
弁護士に相談するなど争訟費用を負担することがあります。

教職員賠償責任共済とは

よくあるご質問
Q A＆

A.1 そんなことはありません。
Q訴訟にならないと

請求できませんか1
むしろ訴訟になる前に、トラブルに対応する必要があ
ります。問題が深刻になる前に、弁護士相談をするな
どの対応をお勧めしています。弁護士費用を心配しな
くて済むので安心です。

A.2 プライバシー厳守で対応します。

Q相談事が外部に
もれたりしませんか2

第三者にプライバシーを漏らすことはありません。ご
安心ください。

A.3 まずは桜保険事務所まで
      ご相談ください。

Qトラブルがあった時どこに
連絡すればいいですか3

小さなことでもためらわず、ご連絡ください。親身に
なってご対応いたします。あなたをひとりにしません。

A.4 共済給付の対象外です。

Q 同僚からいやがらせをされたと
して損害賠償請求されています。
対応できますか4

ハラスメント・公序良俗に反する行為・犯罪行為は共済給付の
対象外です。

A.5 はい、加入できます。

Q 共済期間の途中で加入する
ことはできますか5

毎月15日までのお申込みで翌月1日からの加入が可能です。た
だし、トラブルとなっている案件ですでに損害賠償請求をされて
いる、または損害賠償請求をされる恐れがあることをすでに知っ
ている場合は、その案件については給付の対象外となります。

A.6 はい、退職後5年は補償対象となる
      特約が自動的についています。

Q 退職後請求された場合も
補償されますか6

A.7 現職の方は給与控除です。
Q掛金の支払い方法は7
会計年度任用職員の方は郵便払込票での払込となります。

事故が発生した場合のお手続きなど

国家賠償法との関係は

遅滞なくご連絡をいただけませんと、共済金を削減して
お支払いする場合がありますのでご注意ください。
事故のご連絡をいただきましたら、桜保険事務所より共
済金請求手続き（共済金請求に際してご提出いただく書
類など）についてご案内いたします。

●共済給付金請求権については時
効（3年）がありますのでご注意く
ださい。
●賠償事故にかかわる示談交渉は、
必ず桜保険事務所、都教組・都障
教組共済と相談しながらすすめ
てください。（加入者にかわって示
談交渉することはできません）

万一事故にあわれたら、
桜保険事務所にご連絡ください。

先生の過失が問われ、自治体から修理代
を請求された。

小
さ
な
こ
と
か
ら
、

た
め
ら
わ
ず

ご
相
談
く
だ
さ
い

給食
センター

東京都教職員賠償責任共済
sensei mamoru

教員の過失で学校の備品の破損、
キャンセル費用など不測の実費を負担
したとき


